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平成 23 年第 2回加西市教育委員会会議録   

 

1.  開会日時   平成 23 年 2 月 23 日（水）  10 時 00 分 

2.  閉会日時      同 日         12 時 00 分 

3.  開催場所   加西市庁舎 5 階（大）会議室 

4.  出席委員   委 員 長        荒 木 貴 子 

委    員       竹 本 武 志 

委    員       渡 邊 隆 信 

委    員       市 場 かおり 

 教 育 長        吉 田   廣 

 

5.  委員及び傍聴人を除き、会場に出席した者の氏名 

教育次長        深 田 英 世 

事務局参事       塩 見 善 則 

学校教育課長      後 藤 倫 明 

こども未来課長     前 田   晃 

自己実現サポート課長  立 花   聡 

                  青少年センター所長    柿 本 博 司 

          教育総務課長        深 田 秀 一 

 教育総務課主幹      中 倉 建 男 

教育総務課課長補佐   千 石   剛 

 

6. 新教育委員紹介及びあいさつ 

 

荒木教育委員長より市場委員と渡邊委員について紹介 
市場委員・渡邊委員より挨拶 
深田次長より教育委員会職員を紹介 

 

7. 付議事項 

 

 （平成 22 年継続審議議案） 

   議案第 54 号 加西市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の制定について 

   議案第７号 加西市公民館管理・運営規程の制定について 

 

議案第 4 号 加西市教育振興基本計画を策定することについて 

 

議案第 5 号 平成 23 年度加西市教育行政方針を策定することについて 
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議案第 6 号 加西市視聴覚ライブラリーの取扱いの方向性について 

 

7. 議題となった動議を提出した者の氏名 

 

      なし 

 

8. 質問及び討議に内容 

 

（平成 22 年継続審議議案） 

   議案第 54 号 加西市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の制定について 

   議案第７号 加西市公民館管理・運営規程の制定について 

 

自己実現サポート課長より、開館の時間と、公民館の事務について追加記入しているこ

と及び減免処置についても明確にしていること。また、１講座１回 300 円の受益者負担項

目も規程で盛り込んでいること。使用料については公民館条例に記載していること等につ

いて説明する。 

    教育長より、減免等について、館長が減免等対象団体であるかどうか迷ったときはどう

するのかとの質問があり、自己実現サポート課長が当課へ事前に相談してもらい判断する

と回答する。 
つづいて、荒木委員長より、備品の貸し出しについては、子ども会が使用する場合も該

当するのか、との質問があり、同課長より、子ども会は、社会教育団体と広く認識してい

ると回答し、原案どおり承認される。 
 

 

議案第 4 号 加西市教育振興基本計画を策定することについて 

 

教育次長より、教育振興基本計画は、教育基本法により地方公共団体が作成すると規定

されており、豊かな人づくりを目指し７つの重点目標を掲げ、就学前教育の充実等につい

て細かく掲載している。また、別に、ダイジェスト版も作成している。 

議会には、報告事項とし、教育委員会は議決事項として処理するもので、その後ホーム

ページに掲載します、と説明する。 
渡邊委員より、これを具体的に、実のあるものにしていくことが大切であるとの意見。

教育長より、これを行政方針の軸にして平成２３年度は、加西市教育プランを進める。 
竹本委員より、近隣の市町におけるスポーツ基本政策でも、指導者不足等が問題となっ

ているが、経済的な状況がその要因となっているとの意見が出される。 

   教育長より、不登校の原因には家庭の経済的な要因と家族関係がある。不登校の子供が

学校へ行けるように支援したい。 
荒木委員長より、社会的な問題も含めて、どれも大切な項目であると考えると述べられ、

原案どおり承認される。 
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議案第 5 号 平成 23 年度加西市教育行政方針を策定することについて 

 

教育次長より、平成２３年度の加西市教育行政方針を定めるにあたり委員会の議決を求

めるものと説明する。その内容としては、加西教育プランを踏まえて７つの重点目標を定

め、各重点目標の下に数項目の実践目標を設定しているものであり、可能な限り具体的な

数値目標を掲げ、写真等の挿入で親しみやすさに配慮し、末尾には予算トピックスを掲載

しているなどを補足説明する。詳細については、各担当課長から説明を行う。 

    渡邊委員より、行政方針に関する評価や運用について出来るだけ明確化し、翌年度に反

映させてほしいとの要望、竹本委員より、行政方針の構成や表現について読みやすく分か

りやすいとの評価、などを受け原案どおり承認される。 
 
 

議案第 6 号 加西市視聴覚ライブラリーの取扱いの方向性について 

 

自己実現サポート課長より、加西市視聴覚ライブラリーの取扱いの方向性について、社

会教育法第１７条第１項第 1 号並びに第２号の規定に基づき、社会教育委員会に諮問する

にあたり委員会の議決を求めるものと説明する。加西市教育研修所内の視聴覚ライブラリ

ーに関する根拠規則や利用状況などの現状や、今後の取扱いに関する事務局案などを補足

説明し、原案どおり承認される。 
 
 

9. 議決事項 

（平成 22 年継続審議議案） 

   議案第 54 号 加西市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の制定について 

   議案第７号 加西市公民館管理・運営規程の制定について 

 

   原案どおり可決 

 

 

議案第 4 号 加西市教育振興基本計画を策定することについて 

 

   原案どおり可決 

 

 

議案第 5 号 平成 23 年度加西市教育行政方針を策定することについて 

 

   原案どおり可決 
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議案第 6 号 加西市視聴覚ライブラリーの取扱いの方向性について 

 

   原案どおり可決 

 

   議案第７号 加西市公民館管理・運営規程の制定について 

 

   原案どおり可決 

 

 

10. 報告事項 

 

（1）教育長の報告 
 
   教育長より、総務委員会で審議された、スポーツ 21 の今後の課題、加西市体育協会及び加

西市文化連盟の活動内容及び課題、学校給食センターでの中学校給食実施も含めた今後の展

望、そして、｢元気やねんかさい」で教育委員会の活動内容を積極的に公開することで、教育

委員会をより市民に身近なものにしたいと報告する。 
 
 
（2）教育次長の報告 
   

教育次長より、第４回学校あり方検討委員会での議論の概要を報告する。 
主な内容としては、鉄筋コンクリート校舎については、耐用年数まで使用し、建替え時点

において、順次統合すればよいという私案が出されたことや、小中一貫を実施することにつ

いて、小中学校教職員の意見を確認しているのかといったことが議論された。 
また、学校あり方検討委員会で、実際に小中一貫教育実施校を視察するということになり、

2 月 22 日に奈良県田原小中学校、24 日には、東京都品川区の日野学園での一体型の小中一

貫校の視察を予定していると報告する。 
さらに、教育長から、木造の校舎の耐震診断結果がまもなく判明する。その結果を受けて

の対応について教育委員の皆様と議論していきたいと述べる。 
 
 
（3）事務局参事の報告 
    

   事務局参事より、4 月開設予定の加西市立総合教育センターの組織及び具体的な事業とし

て、生涯教育の支援、保・幼・小・中の教育支援、青少年育成の推進等の内容、さらには、3
月定例議会に上程する加西市立総合教育センター条例について説明する。  

   また、教育長が、体育協会等の団体事務所の事務、子育てのお母さんの支援、不登校児の

育成支援等を行うなど市民の皆様が使いやすいセンターにしたいとの抱負を述べる。 
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（4）教育総務課長の報告 
    

教育総務課長より、教育委員会の見える化として、2 人の新教育委員の抱負を掲載した加

西市教育委員ホームぺージの内容を紹介する。 
次に、平成 23 年度予算トピックスの主な事業について説明する。 
・ 今年度から継続実施する北条中学校地震改築工事、補正予算で計上済みの富合小・泉

小・泉中体育館に加え、九会小学校体育館耐震補強工事、平成 24 年度工事実施予定の

日吉小学校・北条中学校体育館耐震補強工事設計委託業務等の学校施設耐震化事業 
・ 特別な支援が必要な児童・生徒に対する個に応じた指導支援事業及び外国人講師によ

る外国語活動・英語指導振興事業 
・ 生活困窮世帯の高校生を対象とした高校奨学金支給事業の復活 
・ 学校と地域の壁をなくす地域啓発支援事業の実施 
・ 多様な保育ニーズに応えられる特別保育としての休日保育、病後児体調不良児保育の

実施 
・ 放課後児童対策として、新たに、富合・西在田の 2 園を開設し、8 小学校区で実施する

学童保育運営事業 
・ 幼児教育の充実を図るための、認定こども園運営補助及び幼児教育プログラム推進事

業 
・ 市民に多様な学習機会の情報を提供する加西市民大学事業。学校・家庭・地域が緊密

に連携する学校支援地域本部事業。主として社会教育の一環として実施する各種講座 

等。 
 
続いて、3 月補正予算の、金額の増減の大きなものについて説明する。 
・ 入所児童数及び年齢区分の実績による私立保育所運営交付金の増、公立保育所運営事

業の減 
・ 国庫補助金受給のための補正対応による小学校管理費の増、及び入札による中学校管

理費の減額等。 
さらに、善防中学校、東渡り廊下の完成状況報告。 
最後に、平成 22 年度卒業式・卒園式出席者一覧表にて、幼稚園、小学校、中学校、特別支

援学校卒業・卒園式の出席依頼をおこなう。 
 

 
（5）自己実現サポート課長の報告 
 
   自己実現サポート課長より、3 月 19 日（土）13 時 30 分から加西市民会館において、合同

研修事業として、金華洙氏の「脳から元気になる」講演の実施、及び、加西のロマンの里ウ

ォーキングを 3 月 21 日（祝日）に、9 時 30 分から実施することについての報告をおこなう。 
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（6）こども未来課長の報告 
     

こども未来課長より、昨年の 2 月から取組んでいる幼保再編の計画・素案を 7 月に提示し、

住民や議会に理解を求めてきた。市長には、今年の 2 月に検討員会から提言し、加西市の幼

稚園と保育園の今後の運営についての方針と実施計画を定め、2 月に報道発表、その後、市

議会の総務員会で公表した。 
   今後の予定としては、幼稚園・保育園移管先事業者選考委員会の 8 人の委員を選任し、移

管先の条件や選考にあたる組織を設立する予定。 
   幼稚園・保育所休園規定の制定については、3 月の定例教育委員会で原案を示す予定。幼

稚園には休園規定があるが、保育所や幼児園には休園規定がなく、基本方針、実施計画を進

めていくのは適切ではないので、3 月末までに休園規定の制定を予定していると報告する。 
 
 

11. 協議事項 

 

(1) 報告事項の中から 

 

  ○総合教育センターについて 

 
渡邊委員より、①、②の意味とスタッフは何人ぐらいと考えているかと、質問され、事

務局参事が、○の中の数字が配置人数になっています。人員は少ないと感じられると思い

ますが、開設するにあたり 2 つの施設の人員で充足させたいと回答する。 
再度、渡邊委員より、事業として新しく生涯教育が入っているが人員は大丈夫か？と質

問され、事務局参事が、2 つの場所からの統合であるので、総務 2 名のうち、1 名を研究企

画部門を担わす予定で、1 年目は、土台づくりを行ないたい、と回答する。 
教育長より、研究部門は、よいスタッフを探していくと説明。 
荒木委員長より、相談窓口の分野が大きく予算もあると思うが、できるだけ充実させる

ようにと要望される。 
 

 

  ○予算トピックスについて 

 
荒木委員長より、ヤングアドバイザー事業は、予算額としては予算にプラスして人数も

増えていくという可能性もあるのかと質問され、学校教育課長より、今年と同じ時間数で

配当を計画しております。人員につきましても同程度の人数で確保を考えています、と回

答する 
再度、荒木委員長より、スクールアシスタントも昨年と同じですか、と質問され、学校

教育課長が昨年と同様ですと回答する。 
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  ○病後児保育について 

 
荒木委員長より、病後児保育 1 園の開設については、小児科医との連携は図られています

か、と質問され、こども未来課長より、今後、医師会と協議し、医師からは病後に心がける

ことを親に伝え、親から園へ伝わるように考えています。実施園は、社会福祉法人の園に委

託することを考えています、と回答する。 
再度、荒木委員長より、病後児ということで、安心・安全にはかなり気をつけなければな

りません、と要望され、こども未来課長より、看護士等も配置しますと回答する。 
 

 

12．教育委員の提案・報告 
 

○ 学校現場の危機管理について 

 

    市場委員より、保護者にとって教育委員会はいったい何をしているのか、あまり知られ

ていないようです。様々なことをおこなっているだけに残念に思いますが、私が教育委員

に就任したことで、注目が集まり、アピールする良い機会だと思います、と述べられ。 
    保護者の方に意見や要望を伺った事柄を発表される。 
 

・相談窓口はどこか 
・相談しても無駄という諦めの気持ちがある 

   ・子供のトラブルは、両者の親へ迅速に知らせてほしい 
・給食費の集金が負担になっているので、口座引落としにならないか 
・子供貯金の打ち切りは残念だった 
・学級懇談は４月だけで良いのでは（本音が言いにくいし、直接先生に伝えたい） 
・組織として、苦情がどこまで伝わるのか（もみ消されるのでは） 
・相談は中立的な立場の方にしたい 
・役員の負担が大きい 
・学級委員･本部役員で、両親がいない場合は免除となっているようで、その中にも適任者

がいるのでは 
・中学校では校則が厳しいので、徐々に 
・宿題が少ない 
・洋式が少ない 
・扇風機や暖房器具は置けないか 
・中学校においてネッグウォーマーを許可してほしい 
・風紀チェック（頭髪）は家庭の負担になっている 
・先生は保護者に気を使いすぎ 
・先生と生徒が同等の立場になっている 
・子供が問題を起こしたときに、注意をしなかったということで、連帯責任と言われ長い
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間説教される（子供は注意する勇気がない子もいる） 
・不登校の子に対しては、先生によって差がある。 
・見守り隊は地区によって差がある 
・ケーブルテレビ等で情報を共有できないか 
・沿道の花壇は植えっぱなしで、見苦しい 
という意見がありました。 
 
教育長が、本来親と子が学校に相談していくのがあるべき姿ですが、壁があるのでしょ

う。そういった事を気楽にいえる関係にしていきたいと思います、と回答する。 
 

 

13．今後の予定について 

 

    ・第 1回臨時教育委員会      3 月 2 日（火）16：00～ 5 階（大）会議室 

 

    ・第 3回定例教育委員会      3 月 25 日（金）9：30～ 5 階（大）会議室 

 

    ・小・中・特別支援学校辞令交付式 ４月１日（金）16：00～ 善防公民館 

 

    ・第 4回定例教育委員会      4 月 22 日（金）13：30～ 5 階（大）会議室 

 

 

 

 

この会議録は、事務局職員が作成したものであるが、真正であることを認めここに署名す

る。 

 

 

平成 23 年 2 月 23 日 

 

出席委員 

 

             (出席委員署名) 

 


